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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入口開口を規定している蓋と、
　前記蓋から下向きに延びている羽根アセンブリと、
　前記蓋から上向きに延び、相対的に大きな開いた基端部と、相対的に小さな開いた先端
部とを有する入口錐体と、
　前記入口錐体の頂端部の上に配置され、前記入口錐体に当接する上縁と、前記入口錐体
から離れるようにして配置された下縁とを有するカラーと、
　前記蓋と係合する捕捉チャンバとを具備する虫トラップ。
【請求項２】
　前記羽根アセンブリは、複数の羽根を有し、
　各羽根は、前記蓋と係合する相対的に狭い基端部分と、相対的に広い先端部分とを有す
る請求項１の虫トラップ。
【請求項３】
　前記複数の羽根の各々は、湾曲したパネルを有する請求項２の虫トラップ。
【請求項４】
　前記複数の羽根は、前記羽根アセンブリの中心線から外向きに延びている請求項２の虫
トラップ。
【請求項５】
　前記複数の羽根は、角度が付けられた複数の突条部を備えた表面形状を有する請求項２
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の虫トラップ。
【請求項６】
　前記複数の羽根の各々は、前記羽根の厚さを貫通して延びた複数の開口を有し、
　前記複数の開口は、空気及び光を、前記羽根を通過させる請求項２の虫トラップ。
【請求項７】
　前記複数の羽根の各々は、前記複数の羽根を互いに連結するための連結手段を有する請
求項２の虫トラップ。
【請求項８】
　前記複数の羽根の各々は、フランジが付けられた外縁を有する請求項２の虫トラップ。
【請求項９】
　前記蓋は、複数の保持開口を規定している支持構造体をさらに有し、
　さらに、前記複数の羽根の各々は、前記複数の保持開口の１つと摺動可能に係合するよ
うにサイズ設定されたタブを有する請求項２の虫トラップ。
【請求項１０】
　前記支持構造体は、上向きに延びた複数のパネルをさらに規定し、これにより、前記複
数のパネルの各々が、前記複数の羽根から前記入口錐体へのブリッジを規定している請求
項９の虫トラップ。
【請求項１１】
　前記蓋は、さらに、起伏のある下面を有する請求項１の虫トラップ。
【請求項１２】
　前記入口錐体は、円筒状の下側部分及び上側部分を有し、
　前記下側部分及び上側部分は、これらの間に収束領域を規定している穿孔された複数の
パネルを有する請求項１の虫トラップ。
【請求項１３】
　前記カラーは、ほぼ半球状の上面を規定している請求項１の虫トラップ。
【請求項１４】
　前記カラーは、その非粘着特性を高めるように、コーティングを有する上面を有する請
求項１の虫トラップ。
【請求項１５】
　前記コーティングは、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む請求項１４の虫トラップ
。
【請求項１６】
　前記カラー及び前記入口錐体の少なくとも一方が、さらに、誘引剤を含むパッケージを
保持するための保持手段を有する請求項１の虫トラップ。
【請求項１７】
　前記捕捉チャンバは、透明である請求項１の虫トラップ。
【請求項１８】
　外壁と、入口開口を規定している内壁とを規定している蓋と、
　前記入口開口の第１の側から延び、前記蓋の前記外壁と前記内壁との間に前記蓋の第１
の側に隣接して配置された大きな基端開口と、出口開口を規定している小さな先端開口と
を有する入口錐体と、
　前記入口錐体に対向している、前記入口開口から延びている複数の羽根を備える羽根ア
センブリと、
　前記入口錐体の頂部分の上に配置され、前記入口錐体に当接する内縁と、前記入口錐体
から離れるようにして配置された下縁とを規定している外壁を有するカラーと、
　前記蓋と取り外し可能に係合する捕捉チャンバとを具備する害虫用トラップ。
【請求項１９】
　前記複数の羽根の各々は、前記蓋と係合する相対的に狭い基端部分と、相対的に広い先
端部分とを有する請求項１８のトラップ。
【請求項２０】
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　前記複数の羽根の各々は、湾曲したパネルを有する請求項１８のトラップ。
【請求項２１】
　前記複数の羽根は、前記羽根アセンブリの中心線から外向きに延びている請求項１８の
トラップ。
【請求項２２】
　前記複数の羽根は、角度が付けられた複数の突条部を備えた表面形状を有する請求項１
８のトラップ。
【請求項２３】
　前記複数の羽根の各々は、各羽根の厚さを貫通して延びた複数の開口を有する請求項１
８のトラップ。
【請求項２４】
　前記複数の羽根の各々は、前記複数の羽根の先端部を互いに連結するための連結手段を
有する請求項１８のトラップ。
【請求項２５】
　前記複数の羽根の各々は、フランジが付けられた外縁を有する請求項１８の虫トラップ
。
【請求項２６】
　前記蓋は、複数の保持開口を規定している支持構造体をさらに有し、
　さらに、前記複数の羽根の各々は、前記複数の保持開口の１つと摺動可能に係合するよ
うにサイズ設定されたタブを有する請求項１８の虫トラップ。
【請求項２７】
　前記支持構造体は、前記複数の羽根から前記入口錐体に延びた複数のパネルをさらに規
定している請求項２６のトラップ。
【請求項２８】
　前記蓋は、さらに、起伏のある下面を有する請求項１８の虫トラップ。
【請求項２９】
　前記入口錐体は、円筒状の基端部分及び先端部分を有し、
　前記基端部分及び先端部分は、穿孔された複数のパネルを有する請求項１８の虫トラッ
プ。
【請求項３０】
　前記カラーは、ほぼ半球状の上面を規定している請求項１８の虫トラップ。
【請求項３１】
　前記カラーは、その非粘着特性を高めるように、コーティングを有する上面を有する請
求項１８の虫トラップ。
【請求項３２】
　前記コーティングは、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む請求項３１の虫トラップ
。
【請求項３３】
　前記カラー及び前記入口錐体の少なくとも一方が、さらに、誘引剤を含むパッケージを
保持するための保持手段を有する請求項１８の虫トラップ。
【請求項３４】
　前記捕捉チャンバは、透明である請求項１８の虫トラップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１月２４日に出願された米国特許仮出願Ｎｏ．６１／４３５６４
７並びに２０１１年３月１５日に出願された米国特許仮出願Ｎｏ．６１／４５３０３３の
利益を主張し、これらの両方の全体の内容が参照としてここに援用される。
【背景技術】
【０００２】
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　学名Pentatomoideaは、カメムシを含む虫の上科である。カメムシの名前は、混乱した
とき、代表的には抗捕食動物の適応の一形態として、悪臭のある防御的な物質を放出する
これらの傾向に由来する。用語「カメムシ」もまた、学名Boisea trivittata（Say）のよ
うな遠縁種にあてはまり、また、用語「ボックスエルダーバグ」は、甲虫（pinacate bee
tle）（悪臭を放つ甲虫として知られている）のようなEleodes属の甲虫のような虫にあて
はまる。多くのカメムシは、農業害虫と見なされる。これらは、作物の生産に被害を与え
る大集団を形成する可能性があり、多くの農薬に耐性がある。さらに、これらは、Ｂｔ作
物（即ち、Ｂｔ毒素として知られたタンパク質を含む作物）のような、害虫に耐性がある
ように遺伝的に変更された作物に免疫がある。過去５～１０年間、カメムシ及び同様の植
物に対する害虫は、世界の多くで、特に、Ｂｔ作物の大規模な地域で、最も深刻な害虫問
題となっている。
【０００３】
　例えば、クサギカメムシ（ＢＭＳＢ）やアジアに生息する学名Halyomorpha halys（Ｓt
al）は、木箱の梱包に、おそらく卵として、おそらく密航者により、１９９６年初頭に米
国に偶発的に入ってきたと考えられている。ＢＭＳＢは、米国農務省及び国立農業害虫情
報システム（ＮＡＰＩＳ）（http://pest.ceris.purdue.edu）により提供された情報によ
ると、３３の州及びコロンビア特別区で記録されている。ＢＭＳＢは、地域全体の果物や
他の作物の深刻な害虫として浮上している。さらに、この外来種は、住宅、商業ビル及び
倉庫で越冬するので、住宅所有者や企業に深刻な迷惑をかける。
【０００４】
　クサギカメムシは、モモ、リンゴ、インゲン、大豆、トウモロコシ、さくらんぼ、ラズ
ベリー及び梨を含む果物、野菜及び畑作物への広範な被害を引き起こす可能性がある。こ
れは、給餌するために宿主植物に穴を開けてその吻を使用する吸引虫である。この給餌は
、果物の外面に壊死領域、葉の斑点、木の果実の虫食い、種子の損失及び植物病原体の伝
達を生じうる。クサギカメムシは、しばしば、これらを要素から保護する構造に入ること
によって、成虫として冬を生き残る。越冬期間中、カメムシは、一般的にあまり活発でな
く、冬眠用の暗い空間にいる。しかしながら、カメムシは、室内の温度が高いとき、特に
、冬の終わりと春の初めの間に、目覚め、室内や屋内のスペースを這い回ったり歩き回っ
たりする。このような屋内の活動が、住民にとって、さまざまな不便な問題（例えば、不
快な匂いや他の厄介な活動など）を引き起こす。
【０００５】
　米国特許第７１５０１２５号公報では、ミゼルが、いわゆる「乾草トラップ」と同様に
、カメムシのような虫用に設計されたトラップを開示している。このトラップは、２つの
交差するテーパ状の平面部分により形成された下側部分と、下側部分の上に係合されるバ
ッグ状の上側部分とを有する。しかしながら、ミゼルのトラップは、より効果を与えるこ
とができるカメムシの所定の行動特性を利用していない。それ故、改良された虫トラップ
が依然として必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７１５０１２５号公報
【発明の概要】
【０００７】
　この概要は、詳細な説明で以下にさらに説明される簡略化された形態の概念の選択を紹
介するものである。この概要は、特許請求の範囲に規定される事項の主要な特徴部分を特
定することを意図したものではなく、特許請求の範囲に規定される事項の範囲を決定する
際の助けとして使用されることを意図している。
【０００８】
　害虫、例えば、カメムシ用のトラップが開示される。このトラップは、効果的であり、
簡単に組み立てられ、再利用可能である。本実施の形態では、トラップは、トラップに入



(5) JP 5944412 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

る経路を与える開口を規定している蓋と、開口の上に配置された入口錐体とを有する。小
さなカラーが、入口錐体の先端部分の上に摺動可能に配置され、これにより、内縁が、入
口錐体に当接し、また、外縁が、入口錐体から離れるようにして配置されている。羽根ア
センブリが、トラップにブリッジを与えるように、入口開口の対向（反対）側から延びて
いる。羽根アセンブリは、ターゲットの虫がトラップに入るよう仕向けるように構成され
た複数の羽根を有する。例えば、羽根は、湾曲していることができるか、葉の構造を大ま
かにまねた角度が付けられた突条部のような表面形状を有することができるか、外側フラ
ンジを有することができるか、羽根が空気及び光を通過させる複数の開口を有することが
できるかの少なくとも１つであることができる。特定の実施の形態では、複数の葉の先端
が、羽根を一緒に解放可能にロックする相互連結部材を有する。捕捉チャンバは、入口錐
体の上に配置され、蓋と係合する。好ましい実施の形態では、捕捉チャンバは、透明であ
る。
【０００９】
　一実施の形態では、トラップは、クサギカメムシのようなカメムシをトラップするよう
に向けられている。
【００１０】
　一実施の形態では、蓋は、入口開口を通って横方向に配置された支持構造体を有し、支
持構造体は、羽根アセンブリと係合して保持する複数の保持開口を有する。支持構造体は
、入口錐体に這うターゲットの虫のブリッジ又は経路を与えるように、入口錐体内に延び
たパネルを有することができる。入口錐体は、ターゲットの虫に止まり木を与え、光及び
空気を通過させる穿孔されたパネル部分を有することができる。
【００１１】
　特定の実施の形態におけるカラーは、ターゲットの虫がより滑りやすいカラーとするよ
うに、その上面に施されたコーティング、例えば、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含
むコーティングを有する。カラーと入口錐体との少なくとも一方が、トラップに誘引剤の
パッケージを懸吊するための構造を有することができる。
【００１２】
　本発明の上述の態様並びに付随する多くの効果が、添付図面と併せて以下の詳細な説明
を参照することによってよりよく、より容易に理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】図１Ａは、誘引剤のフックを組み込んだ切頭錐体（frustoconical）のカラー
を備えるものとして示される、本発明に係る虫トラップの斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、半球状のカラーを備えるものとして示される、本発明に係る虫トラ
ップの第２の実施の形態の斜視図である。
【図２】図２は、トラップの入口通路を示す、図１Ａに示される虫トラップの部分斜視図
である。
【図３】図３は、図１Ａに示される虫トラップの正面図である。
【図４】図４は、図１Ａに示される虫トラップの部分分解図である。
【図５Ａ】図５Ａは、図１Ａに示される例示的な虫トラップの入口錐体構造の組み立てら
れていない状態の図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａに示される入口錐体構造と同様であるが、誘引剤を支持する
ための外向きフックを含む、図１Ｂに示される例示的なトラップの入口錐体構造の斜視図
である。
【図６】図６は、図１Ａ並びに図１Ｂに示される例示的な虫トラップの蓋の上方から見た
斜視図である。
【図７】図７は、図１Ａ並びに図１Ｂに示される例示的な虫トラップの蓋の下方から見た
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明の好ましいいくつかの実施の形態が、図面を参照して説明される。これらは、特
に、カメムシを捕捉するために開発されたものであり、図面では、同じ参照符号は同じ部
材を示している。以下の説明から明らかなように、開示されるトラップは、ターゲットの
虫の種の所定の生来の行動傾向及び本能的特性を利用するように設計されている。本発明
の教示は、例えば、カメムシ及びメクラカメムシを含む、他の半翅類の虫（半翅目）を捕
捉するために適用されることができることが企図される。図１Ａは、本発明に係る虫トラ
ップ１００の斜視図である。虫トラップ１００は、特に、例えば、クサギカメムシ等のカ
メムシのような虫９０を捕まえるのに適している。虫トラップ１００の第２の部分斜視図
が、図２に示される。虫トラップ１００の正面図が、図３に示され、また、部分分解斜視
図が、図４に示される。
【００１５】
　トラップ１００は、捕捉チャンバ１０２を有し、本実施の形態では、捕捉チャンバ１０
２は、底端部１０４で開いており、かつ、上端部１０６で閉じられている、ほぼ円筒状の
部材である。しかし、捕捉チャンバは、本発明から逸脱することなく、代わりの形状であ
ってもよいことは容易に明らかである。上端部１０６は、選択的に、所望の位置にトラッ
プ１００を固定するのを容易にするために、尖った先端部１０８を有することができる。
捕捉チャンバ１０２は、捕捉チャンバ１０２に光が入るように、透明又は半透明の材料に
より形成されることができる。また、捕捉チャンバ１０２の色は、好ましくは、ターゲッ
トの種を誘引するように選択されることが企図される。例えば、クサギカメムシは、特に
、緑、青又は他の暗い色に誘引されうる。
【００１６】
　入口錐体１１０としてここに称される内側部材は、捕捉チャンバ１０２内に配置されて
いる。用語「錐体」は、広義に解釈されるべきであり、ここでの好ましい入口錐体１１０
は、直円錐体でも軸対称の錐体でもないことが図面から理解される。入口錐体１１０はま
た、所定の点へとテーパ状になっていない。本実施の形態では、入口錐体１１０は、底部
の大きな開口１１１、即ち捕捉チャンバの一端部１０４の近くに配置された基端部から、
捕捉チャンバ１０２の内部に配置された先端部のところの小さな開口１１２へとテーパ状
になっている。入口錐体１１０は、以下でより詳細に説明される。カラー１２０は、入口
錐体１１０の上端部の上に配置されている。カラー１２０は、入口錐体１１０と係合する
上縁と、入口錐体１１０から離れるようにして延びている下縁１２４とを備えた切頭錐体
の上側部分１２２を有する。選択的に、少なくとも１つのフック部材１２６が、カラー１
２０の下縁１２４から下方に延びることができる。
【００１７】
　好ましくは、切頭錐体の上側部分１２２の表面には、カラー１２０から捕捉チャンバ１
０２の底部に向かってターゲットの虫９０が落下するのを容易にし、かつ、虫９０がトラ
ップ１００から這い出るのを防ぐように、滑りやすい又は非粘着性の上面が設けられてい
る。例えば、上側部分１２２は、商品名テフロン（登録商標）又はフルオン（登録商標）
の下で市販されているような（例えば、０．１～３．０マイクロメートルの粒子サイズの
）ポリテトラフルオロエチレン粉末の層を含むことができる。例示的な処理では、ポリテ
トラフルオロエチレン粉末の層は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン粉末の水溶液と
、例えば、商品名タージトール（登録商標）の下で市販されているようなエチレンオキシ
ド／プロピレンオキシドコポリマである界面活性剤とを上側部分１２２に塗布（例えば、
浸漬又は噴霧）することによって達成される。もちろん、他の周知の材料や塗布方法が、
同様の結果を達成するために代わりに利用されることができることは当業者には容易に明
らかである。
【００１８】
　上側部分１２２は、例えば、０．１～３．０マイクロメートルの開口のサイズであり２
０～５０％の有孔率である多孔性膜の層を含むことができ、このような膜は、酸化アルミ
ニウム、又は上述の参照範囲の開口のサイズ及び有孔率であることができる他の有機材料
又は無機材料から形成されることができる。さらに、カラー１２０全体が、虫の活動に耐
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えるのに十分に強い（例えば、「滑りやすい」開口のサイズ及び有孔率の）多孔性材料に
より形成されることができる。
【００１９】
　トラップ１００のベース部分１３０は、ほぼ環状であることができる蓋１４０を有する
。蓋１４０は、捕捉チャンバ１０２の底端部１０４に取り外し可能に係合する。本実施の
形態では複数のパネル、即ち複数の羽根１６２（３つの羽根が図示される）を有する羽根
アセンブリ１６０が、蓋１４０から下向きに延びている。
【００２０】
　図１Ａに仮想線で示されるように、少なくとも１つの誘引源９２が、捕捉チャンバ１０
２内に封入されることができる。例示的な実施の形態では、誘引剤９２が、誘引剤９２を
徐々に放出するディスペンサに容器詰めされている。図１Ａに示されるトラップ１００で
は、各誘引剤のパッケージ９２が、カラー１２０のフック部材１２６の１つに保持されて
いる。あるいは、誘引剤９２が、単に、捕捉チャンバ１０２と入口錐体１１０との間に配
置されてもよいことが企図される。
【００２１】
　誘引剤は、例えば、ターゲットの虫に、又は関連する虫か宿主植物に由来するフェロモ
ン（又はカイロモン）であることができる。クサギカメムシは、このフィールドにおいて
、チャバネアオカメムシ、学名Plautia staliの集合フェロモンであるメチル（２Ｅ、４
Ｅ、６Ｚ）－デカトリエン（２Ｅ、４Ｅ、６Ｚ－１０：ＣＯＯＭｅ）（methyl (2E,4E,6Z
)-decatrienoate (2E,4E,6Z-10:COOMe）に誘引されることがわかっている。この交叉誘引
性（cross-attraction）の一つの理論は、クサギカメムシが、食糧や休息場所を見つける
ために、チャバネアオカメムシのフェロモンを利用しているというものである。好ましい
実施の形態では、誘引剤９２は、捕捉チャンバ１０２と入口錐体１１０との間に配置され
ている。この構成では、虫９０が小さな開口１１２を通って入口錐体１１０の外側の領域
に続くようさらに仕向けるように、入口錐体１１０の外側のトラップの捕捉領域に高い蒸
気濃度の誘引剤を与える。
【００２２】
　図６並びに図７は、分離された蓋１４０を示す斜視図である。蓋１４０は、効果的には
、起伏のある下面（contoured lower surface）１４１を備えた生物由来の（organic）形
状で形成されている。生物由来の形状は、虫９０がトラップ１００に入るのを阻止しうる
直角や箱状の外観を避けることによってトラップ１００の有効性を改良する。蓋１４０の
外壁１４２は、捕捉チャンバ１０２に設けられた対応する雄ねじと係合するように構成さ
れた雌ねじを有する。外壁１４２はまた、蓋１４０の着脱を容易にするためのローレット
、グリップテープ等を有することができる。
【００２３】
　蓋１４０は、本実施の形態では、さらに、外壁１４２から内向きに離間された内壁１４
３を有する。内壁１４３は、一般的には、３つの羽根１６２に対応する角の丸い三角形で
ある。もちろん、例えば、内壁が、異なる数の羽根を収容するように、形状が異なってい
てもよいことが企図される。中央支持構造体１４５が、蓋１４０に固定されるか、蓋１４
０と一体的に形成されており、三角形の内壁１４３の中心線にほぼ沿って共有縁から径方
向に（放射状に）延びた３つのパネル１４６を有する。支持構造体１４５と内壁１４３と
は、それによって、３つの開口、即ち蓋１４０を通りトラップ１００への入口通路１７０
（そのうち１つが図示される、図２参照）を規定していることが理解される。３つのパネ
ル１４６の各々は、保持開口部１４７、又は羽根１６２の取り付けのための他のメカニズ
ムを規定している下縁を有する。図６に最も明確に見られるように、本実施の形態のパネ
ル１４６は、内壁１４３の上縁の上方に延びた延長部分１４８を有する。延長部分１４８
は、入口錐体１１０の近くにあるか当接する縁を有するように配置され、入口通路１７０
から入口錐体１１０へのブリッジを与える。また、図６に見られるように、内壁１４３の
上縁は、さらに、以下に説明されるように、入口錐体１１０の対応するタブ１１６（図５
Ａ）を受けるように配置されている。
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【００２４】
　入口錐体１１０の組み立てられていない状態が、図５Ａに示される。構造の詳細の多く
は、本発明にとって重要ではないが、好ましい実施の形態が、本明細書に完全に記載され
る。入口錐体の代わりの構成が、優先権を主張する引用される仮出願に開示され、参照と
してここに援用される。本実施の形態における入口錐体１１０は、単一ユニットとして形
成され、可撓性のプラスチックでできた３つのセグメント１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ
からなり、これらは、隣接するセクションの間に形成されたヒンジ１１７により一体とな
っている。
【００２５】
　一方の端部セグメント１１０Ａは、一縁にコネクタリング１１８を有し、また、他方の
端部セグメント１１０Ｃは、入口錐体１１０を形成するようにコネクタリング１１８に対
して閉まるようにサイズ設定されたロック部材１１９を有する。これらセグメント１１０
Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃは、各々、下側部分１１３を有し、下側部分１１３は、組み立て
られたとき、下側部分１１３が捕捉チャンバ１０２にぴったりと摺動する円筒部分を協働
して規定するように形合わせされている。フランジ１１４が、捕捉チャンバ１０２の底縁
に当接する。ほぼ三角形のパネル部分１１５が、下側部分１１３から上向きに延びている
。パネル部分１１５は、光及び空気を透過させることによって、虫９０がよじ登るよう仕
向けるように、穿孔されている。セグメント１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃの各々は、上
に説明される蓋のスロット１４４と係合するように配置されたタブ１１６を有する。
【００２６】
　入口錐体１１０を組み立てるために、端部セグメント１１０Ａ、１１０Ｃが、矢印９１
で示されるように、ヒンジ１１７を中心に枢動されて、ロック部材１１９が、コネクタリ
ング１１８と係合するように挿入される。
【００２７】
　上に説明される中央支持構造体１４５のパネル１４６は、羽根１６２から入口錐体１１
０の内面によじ登る虫に経路を与える。トラップ１００が直立位置にあるとき、入口錐体
１１０のパネル部分１１５は、垂直から比較的小さな角度で配置され、例えば、パネル部
分１１５は、３０°未満であることができることが理解される。この比較的緩やかな角度
が、ターゲットの虫９０がパネル部分１１５により規定されたほぼ垂直な壁をよじ登り続
けるよう仕向け、よじ登るのを容易にする。また、中央支持構造体１４５を規定している
パネル１４６は、入口錐体１１０のパネル部分１１５にほぼ当接するように上向きに延び
ている延長部分１４８に対して本質的に垂直である。パネル１４６及びパネル部分１１５
の垂直及びほぼ垂直な向きは、垂直又はほぼ垂直な面を上向きによじ登るというカメムシ
の行動傾向を利用している。
【００２８】
　再び、図１Ａ並びに図４を参照する。羽根１６２は、選択的に、カメムシ９０の行動傾
向を利用した特定の特徴を基に設計されている。カメムシ９０は、例えば、地面のような
表面に降り、よじ登る傾向がある。例えば、これらは、近づくことができるが、羽根１６
２に当たり、羽根１６２のベースに着地しうる。羽根１６２は、虫９０が羽根１６２をよ
じ登って捕捉チャンバ１０２に入るよう仕向けるように設計されている。
【００２９】
　この例示的な実施の形態では、羽根１６２は、各々、虫９０に対してより自然でより誘
惑的な生物由来の形状を与えるように、水平方向の横断面において湾曲している。例えば
、羽根１６２は、各々、ほぼ垂直軸を中心として湾曲していることができる。図１Ａ並び
に図１Ｂに最も明瞭に見られるように、羽根１６２は、ほぼ平面状である中央部分１６４
と、中央部分１６３から内向きに延びている内側部分１６３と、中央部分１６４から外向
きに延びている外側部分１６５とを有することができる。内側部分１６３及び外側部分１
６５は、中央部分１６４に対して湾曲しているか角度が付けられている。
【００３０】
　羽根１６２は、さらによじ登るよう仕向けよじ登るのを容易にする表面形状にされてい
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る。例えば、本実施の形態では、中央部分１６４には、羽根１６２の長さに沿って延びた
複数の開口１６６が設けられている。これら開口１６６は、虫９０のための止まり木を与
えることによってよじ登るのを容易にし、また、空気や光を透過させ、よじ登り続けるよ
う仕向けるように、再び、より生物由来の模倣環境を与える。各羽根１６２の内側部分１
６３及び外側部分１６５は、さらに、羽根１６２の中央部分１６４から内縁及び外縁にほ
ぼ延びた複数の表面突条部１６７を有する。これら突条部１６７は、一般的に、葉脈の構
造を模倣しており、羽根１６２をよじ登るのをさらに容易にし、虫９０が中央部分１６４
に向かうよう仕向ける。各羽根１６２の外縁には、さらに、フランジ１６８が設けられて
おり、これにより、よじ登る虫９０が、上向きに向けられる。
【００３１】
　図２並びに図４に最も明瞭に見られるように、羽根１６２の上端は、タブ１６１を有す
る。タブ１６１は、羽根１６２を蓋１４０に取着するために、蓋１４０の保持開口１４７
（図７参照）とロック可能に係合するように、サイズ設定されている。さらに、各羽根１
６２は、タブ１６９の関節結合を可能にする自然なヒンジ１６を備えた下側取着タブ１６
９を有する。３つの下側取着タブ１６９は、底端部で３つの羽根１６２を接続するように
互いに連結されている。選択的に、羽根１６２は、さらに、特定の位置でトラップ１００
を固定するための固定手段を有することができる。例えば、本実施の形態における各羽根
１６２の下側の外側の角の開口１５９には、木の一部、パイプなどのような固定物に取り
付けられることができるひも、ケーブル、タイラップ等（図示せず）が設けられることが
できる。
【００３２】
　図１Ｂは、本発明に係る他の虫トラップ１００’の斜視図である。本実施の形態は、羽
根アセンブリ１６０と、環状の蓋１４０と、捕捉チャンバ１０２とを有し、上述した虫ト
ラップ１００に多くの態様で同様である。共通の特徴部分の説明は、簡潔かつ明瞭にする
ために、ここでは繰り返さない。本実施の形態では、入口錐体１１０’及びカラー１２０
’が、図１Ａに示されるトラップ１００の対応する構成要素と異なっている。
【００３３】
　図５Ｂは、虫トラップ１００’の入口錐体１１０’を示す図である。入口錐体１１０’
は、一体部品として形成されることができ、図５Ａの入口錐体１１０と同様に組み立てら
れることができる。入口錐体１１０’は、入口錐体１１０’のパネル部分１１５’の少な
くとも１つから延びた少なくとも１つの外向きに延びたフック１２６’を有し、入口錐体
１１０’に誘引剤９２のパッケージを取り付けるための取り付け手段を与える。入口錐体
１１０’の他の態様は、それ以外では、上述した入口錐体１１０と同様である。
【００３４】
　図１Ｂを再び参照すると、本実施の形態のカラー１２０’は、ほぼ半球状の形状であり
、図１Ａに示されるカラー１２０よりも相対的に大きい。カラー１２０’の上面１２２’
には、好ましくは、滑りやすい又は非粘着性のコーティングが施されているか、上述した
ように、ターゲットの虫９０に対して滑りやすい表面にする表面形状を有する。下縁１２
４’は、入口錐体１１０’から離れるようにして配置されており、それにより、トラップ
された虫が入口錐体１１０’の上部に這い戻るのを防ぐ。
【００３５】
　ほぼ半球状のカラー１２０’は、上に説明される切頭錐体のカラー１２０以上の所定の
効果を提供する。特に、上面１２２’の湾曲は、中央開口の近くで水平に近く、カラー１
２０’は、入口錐体１１０’に当接している。それ故、ターゲットの虫は、入口錐体１１
０’から這い出るのに適した表面としてカラー１２０’に気付きやすい。上面１２２’の
傾斜は、虫が入口錐体１１０’から離れるように動いたとき、ほぼ水平方向からほぼ垂直
方向に増加し、この結果、虫は、カラー１２０’から落下する前であっても、戻りの点に
到達しない。
【００３６】
　図４に示される部分分解図から明らかであるように、トラップ１００又は１００’を組
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み立てるために、各羽根１６２のタブ１６１は、支持構造体１４５の蓋１４０の対応する
保持開口１４７に挿入され、選択的な複数の下側取着タブ１６９が互いに連結されている
。入口錐体１１０又は１１０’は、内壁１４３と外壁１４２との間で蓋１４０に配置され
ている。カラー１２０又は１２０’は、入口錐体１１０又は１１０’の上端部の上方に置
かれており、これにより、カラー１２０、１２０’の上縁が、入口錐体１１０、１１０’
に当接する。誘引剤９２の少なくとも１つのパッケージが、捕捉チャンバ１０２に挿入さ
れ、例えば、カラー１２０のフック部分１２６又は入口錐体１１０’のフック１２６’か
ら懸吊され、捕捉チャンバ１０２は、入口錐体１１０、１１０’の上方に置かれ、蓋１４
０と螺合される。組み立てられたトラップ１００、１１０’は、捕捉されるべきターゲッ
トの虫、例えば、カメムシの位置に配置されることができる。羽根１６２にある開口１５
９の少なくとも１つと、捕捉チャンバ１０２の上部にある尖った先端部１０８との少なく
とも一方が、トラップ１００、１１０’をその位置に固定するために、及び、例えば、風
によって、転倒により、あるいは不注意により、トラップ１００、１１０’が再配置され
ることになるのを防ぐために、（例えば、ワイヤ等で）使用されることができる。（明確
にするために、特に言及のない限り、本開示の残りの部分は、代わりの図面の識別名を引
用することなく、開示される実施の形態のいずれにも適用されることが理解される。）
　トラップに配置される誘引剤、例えば、フェロモン誘引剤は、好ましくは、パッケージ
化され、処方され、あるいは時間の経過とともに徐々に放出するように構成されている。
誘引剤の濃度は、捕捉チャンバ内で自然に上昇し、プルーム（plume）を発生させるよう
に、入口通路１７０を介して逃げる。プルームは、一般的には、トラップ１００に向かう
ようにして、濃度が増加する。特に、誘引剤の濃度は、一般的に、トラップ１００中で、
及びトラップ１００の周りで最大である。それ故、ターゲットの虫が、まず、外部のプル
ームによってトラップ１００の近くに誘引される。クサギカメムシのようなカメムシの代
表的かつ本能的な動作は、垂直な構造体の近くに、又はその上に着地し、上向きによじ登
る動作である。このトラップ１００において、誘引剤のプルームによって描かれた、羽根
１６２の近く又はその上に着地しているカメムシは、羽根１６２の形状や表面形状により
規定される、生物由来であるように構成された表面を感知し、虫が入口通路１７０のより
近くに動いたとき、誘引剤の濃度を増加させることによって、羽根１６２をよじ登るよう
に動機付けされる。
【００３７】
　環状の蓋１４０の起伏のある面１４１は、より自然に現れる環境を提供し、これにより
、虫９２が入口通路１７０を通って進むのを抑止されず、入口錐体１１０のパネル部分１
１５により規定されるほぼ垂直面が、さらによじ登るよう促す。（これを越えて比較的開
いたスペースに向かって）入口錐体１１０の上部の小さな開口１１２に達すると、虫９２
は進めるが、入口錐体１１０及びカラー１２０の比較的険しい角度及び滑らかな表面が、
虫を、錐体１１０のベースに向かって滑らせて落下させる。さらに、カラー１２０は、ト
ラップされたカメムシが錐体１１０の上部に這い戻るのを防ぐ。
【００３８】
　本実施の形態では、捕捉チャンバ１０２は、周囲光がトラップ１００の内部を照らし、
外部環境が捕捉チャンバ１０２の内部から見えるように、透明である。本発明により、捕
捉チャンバ１０２が半透明又は不透明でもありうることが企図されるが、捕捉チャンバの
内部が自然に照らされることは、トラップに入るターゲットの虫９２により好ましいと考
えられる。
【００３９】
　使用方法では、羽根１６２のタブ１６１が、支持構造体１４５内の対応する保持開口１
４７に挿入される。選択的に、下側取着タブ１６９が、羽根１６２の基端部を互いに連結
する。入口錐体１１０は、蓋１４０の対向（反対）側にある入口通路１７０の上方に配置
される。そして、カラー１２０は、入口錐体１１０に配置される。そして、少なくとも１
つの誘引パッケージ９２が、例えば、カラーフック１２６から、又は入口錐体１１０にあ
るフック構造体からこれらを懸吊することによって、あるいは、単に入口錐体１１０に隣
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接してこれらを配置することによって、入口錐体１１０の周りに配置されることができる
。そして、捕捉チャンバ１０２は、例えば、ねじによる締結、摩擦嵌め、ロッキングタブ
等を用いて、蓋１４０と係合するように、入口錐体１１０の上に配置される。そして、ト
ラップ１００は、便宜的には、ターゲットの虫９０を捕捉するように配置されることがで
きる。例えば、ひも、ワイヤ又は他のストラップが、捕捉チャンバ１０２の尖った先端部
１０８と係合することができ、分岐部、又は他の構造体からトラップ１００を懸吊するた
めに使用されることができる。代わって、トラップ１００は、羽根アセンブリ１６０を置
くことにより、地面上に配置されることができる。いずれの場合も、ひも、タイラップ、
ワイヤ、又は他の取り付け装置が、羽根アセンブリ１６０の少なくとも１つの開口１５９
と係合することができ、また、他の構造体にベースを取り付けるために使用されることが
できる。
【００４０】
　例示的な実施の形態が図示され説明されてきたが、本発明の意図及び範囲から逸脱する
ことなく、さまざまな変更がなされ得ることが理解される。　
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載の事項を、そのまま、付記しておく。
［１］
　入口開口を規定している蓋と、
　前記蓋から下向きに延びている羽根アセンブリと、
　前記蓋から上向きに延び、相対的に大きな開いた基端部と、相対的に小さな開いた先端
部とを有する入口錐体と、
　前記入口錐体の頂端部の上に配置され、前記入口錐体に当接する上縁と、前記入口錐体
から離れるようにして配置された下縁とを有するカラーと、
　前記蓋と係合する捕捉チャンバとを具備する虫トラップ。
［２］
　前記羽根アセンブリは、複数の羽根を有し、
　各羽根は、前記蓋と係合する相対的に狭い基端部分と、相対的に広い先端部分とを有す
る請求項１の虫トラップ。
［３］
　前記複数の羽根の各々は、湾曲したパネルを有する請求項２の虫トラップ。
［４］
　前記複数の羽根は、前記羽根アセンブリの中心線から外向きに延びている請求項２の虫
トラップ。
［５］
　前記複数の羽根は、角度が付けられた複数の突条部を備えた表面形状を有する請求項２
の虫トラップ。
［６］
　前記複数の羽根の各々は、前記羽根の厚さを貫通して延びた複数の開口を有し、
　前記複数の開口は、空気及び光を、前記羽根を通過させる請求項２の虫トラップ。
［７］
　前記複数の羽根の各々は、前記複数の羽根を互いに連結するための連結手段を有する請
求項２の虫トラップ。
［８］
　前記複数の羽根の各々は、フランジが付けられた外縁を有する請求項２の虫トラップ。
［９］
　前記蓋は、複数の保持開口を規定している支持構造体をさらに有し、
　さらに、前記複数の羽根の各々は、前記複数の保持開口の１つと摺動可能に係合するよ
うにサイズ設定されたタブを有する請求項２の虫トラップ。
［１０］
　前記支持構造体は、上向きに延びた複数のパネルをさらに規定し、これにより、前記複
数のパネルの各々が、前記複数の羽根から前記入口錐体へのブリッジを規定している請求
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項９の虫トラップ。
［１１］
　前記蓋は、さらに、起伏のある下面を有する請求項１の虫トラップ。
［１２］
　前記入口錐体は、円筒状の下側部分及び上側部分を有し、
　前記下側部分及び上側部分は、これらの間に収束領域を規定している穿孔された複数の
パネルを有する請求項１の虫トラップ。
［１３］
　前記カラーは、ほぼ半球状の上面を規定している請求項１の虫トラップ。
［１４］
　前記カラーは、前記上面の非粘着特性を高めるように、コーティングを有する上面を有
する請求項１の虫トラップ。
［１５］
　前記コーティングは、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む請求項１４の虫トラップ
。
［１６］
　前記カラー及び前記入口錐体の少なくとも一方が、さらに、誘引剤を含むパッケージを
保持するための保持手段を有する請求項１の虫トラップ。
［１７］
　前記捕捉チャンバは、透明である請求項１の虫トラップ。
［１８］
　外壁と、入口開口を規定している内壁とを規定している蓋と、
　前記入口開口の第１の側から延び、前記蓋の前記外壁と前記内壁との間に前記蓋の第１
の側に隣接して配置された大きな基端開口と、出口開口を規定している小さな先端開口と
を有する入口錐体と、
　前記入口錐体に対向している、前記入口開口から延びている複数の羽根と、
　前記入口錐体の頂部分の上に配置され、前記入口錐体に当接する内縁と、前記入口錐体
から離れるようにして配置された下縁とを規定している外壁を有するカラーと、
　前記蓋と取り外し可能に係合する捕捉チャンバとを具備する害虫用トラップ。
［１９］
　前記複数の羽根の各々は、前記蓋と係合する相対的に狭い基端部分と、相対的に広い先
端部分とを有する請求項１８のトラップ。
［２０］
　前記複数の羽根の各々は、湾曲したパネルを有する請求項１８のトラップ。
［２１］
　前記複数の羽根は、前記羽根アセンブリの中心線から外向きに延びている請求項１８の
トラップ。
［２２］
　前記複数の羽根は、角度が付けられた複数の突条部を備えた表面形状を有する請求項１
８のトラップ。
［２３］
　前記複数の羽根の各々は、各羽根の厚さを貫通して延びた複数の開口を有する請求項１
８のトラップ。
［２４］
　前記複数の羽根の各々は、前記複数の羽根の先端部を互いに連結するための連結手段を
有する請求項１８のトラップ。
［２５］
　前記複数の羽根の各々は、フランジが付けられた外縁を有する請求項１８の虫トラップ
。
［２６］
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　前記蓋は、複数の保持開口を規定している支持構造体をさらに有し、
　さらに、前記複数の羽根の各々は、前記複数の保持開口の１つと摺動可能に係合するよ
うにサイズ設定されたタブを有する請求項１８の虫トラップ。
［２７］
　前記支持構造体は、前記複数の羽根から前記入口錐体に延びた複数のパネルをさらに規
定している請求項２６のトラップ。
［２８］
　前記蓋は、さらに、起伏のある下面を有する請求項１８の虫トラップ。
［２９］
　前記入口錐体は、円筒状の基端部分及び先端部分を有し、
　前記基端部分及び先端部分は、穿孔された複数のパネルを有する請求項１８の虫トラッ
プ。
［３０］
　前記カラーは、ほぼ半球状の上面を規定している請求項１８の虫トラップ。
［３１］
　前記カラーは、前記上面の非粘着特性を高めるように、コーティングを有する上面を有
する請求項１８の虫トラップ。
［３２］
　前記コーティングは、ポリテトラフルオロエチレン粉末を含む請求項３１の虫トラップ
。
［３３］
　前記カラー及び前記入口錐体の少なくとも一方が、さらに、誘引剤を含むパッケージを
保持するための保持手段を有する請求項１８の虫トラップ。
［３４］
　前記捕捉チャンバは、透明である請求項１８の虫トラップ。



(14) JP 5944412 B2 2016.7.5

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】 【図３】



(15) JP 5944412 B2 2016.7.5

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６】

【図７】



(16) JP 5944412 B2 2016.7.5

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(72)発明者  シュネイドミラー、ロドニー・ジー．
            アメリカ合衆国、ワシントン州　９９０１６、グリーンエーカーズ、サウス・サドル・リッジ・レ
            ーン　６７１５
(72)発明者  ジャン、チン－ヘ
            アメリカ合衆国、ワシントン州　９９２０６、スポカーン・バレー、サウス・ウィルバー・コート
            　７０８
(72)発明者  チャピン、マーク
            アメリカ合衆国、ワシントン州　９９２２３、スポカーン、イースト・トゥエンティーセカンド・
            アベニュー　３５１８

    審査官  大熊　靖夫

(56)参考文献  特開２００２－１２５５６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１６１０９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００８／０２６３９３８（ＵＳ，Ａ１）　　
              実公昭１０－００７４１４（ＪＰ，Ｙ１）　　
              米国特許第０７１５０１２５（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００９－１１２１９８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｍ　１／００－９９／００
              Ａ０１Ｎ　１／００－６５／４８
              Ａ０１Ｐ　１／００－２３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

